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独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

目
次
の
改
正
規
定
中
「
「
―
第
二
十
二
条
」
を
「
「
―
第
十
九
条
」
に
、
「
第
二
十
三
条
―
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
条
・

第
二
十
一
条
」
に
、
「
第
二
十
六
条
―
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
二
条
―
第
二
十
四
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
改
正
規
定
中
「
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
」
及
び
「
。
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、

「
同
項
第
三
号
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
貸
付
け
及
び
」
を
削
る
。 

 

第
十
六
条
第
一
項
中
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
二
号
を

加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
七
号
」
を
「
第
六
号
」
に
、
「
二
号
ず
つ
」
を
「
一
号
ず
つ
」
に
、
「
二
号
を
」
を
「
一
号
を
」
に

改
め
、
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
。 

 

第
二
十
二
条
を
第
二
十
八
条
と
す
る
改
正
規
定
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
に
次
の
一
号
を
加
え
る
」
を
「
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
条
を
第
二
十

二
条
と
し
、
第
五
章
中
第
十
九
条
を
第
二
十
一
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
二
十
条
と
す
る
」
に
改
め
、
第
三
号
を
削
る
。 

 

第
二
十
一
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
五
章
中
第
十
九
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
第
十
八



 

  
 

二

条
を
第
二
十
四
条
と
し
、
同
条
の
前
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
を
削
る
。 

 

第
十
七
条
の
改
正
規
定
中
「
及
び
第
三
号
」
を
削
り
、
「
並
び
に
こ
れ
ら
」
を
「
及
び
こ
れ
」
に
改
め
、
「
、
同
条
第
二
項

を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
」
を
削
り
、
「
同
条
第
五
項
」
を
「
同

条
第
六
項
」
に
、
「
同
項
の
前
」
を
「
同
条
第
三
項
の
次
」
に
改
め
、
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
す
る
。 

 

第
四
章
中
第
十
七
条
を
第
十
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
四
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
「
四
条
を
」
を
「
一
条
を
」
に
改

め
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
二
条
中
「
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
第
二

号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。 

 

第
十
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
十
七
条
中
「
施
設
費
貸
付
事
業
及
び
」
を
削
る
。 

 

附
則
第
四
条
の
改
正
規
定
中
「
附
則
第
十
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。 

 

附
則
第
十
三
条
を
附
則
第
十
四
条
と
し
、
附
則
第
十
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
附
則
第
十
三
条
第
一
項

第
一
号
中
「
次
号
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
、
「
以
下
こ
の
条
」
を
「
次
号
及
び
次
項
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。 

 

三 

改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
承
継
す
る
旧
セ
ン
タ
ー
法
第
十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定



  
 

三

に
よ
る
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
の
長
期
借
入
金
又
は
独
立
行
政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ

ン
タ
ー
債
券
に
係
る
債
務
の
償
還
及
び
当
該
債
務
に
係
る
利
子
の
支
払
を
行
う
こ
と
。 

 

附
則
第
十
三
条
を
附
則
第
十
四
条
と
し
、
附
則
第
十
二
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
附
則
第
十
三
条
第
二
項

中
「
第
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
十
八
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
施
設
費
貸
付
事
業
及

び
」
を
削
り
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
旧
セ
ン
タ
ー
法
第
十
六
条
（
第
一
項
を

除
く
。
）
か
ら
第
十
八
条
ま
で
及
び
第
二
十
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
改
正
法
附
則
第
十
条
の
規
定
の
施
行
後

も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
セ
ン
タ
ー
法
第
十
六
条
第
二
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の

ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
は
、
長
期
借
入
金
又
は
債
券
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
償
還
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革

支
援
・
学
位
授
与
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
は
、
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
法
（
平
成
十

五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
附
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
」
と
、
「
債
券
を
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法

人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
債
券
（
以
下
「
債
券
」
と
い
う
。
）
を
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
と
あ
る
の

は
「
前
項
」
と
、
「
セ
ン
タ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
セ
ン
タ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
、



 

  
 

四

同
条
第
七
項
中
「
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
旧
セ
ン
タ
ー
法
第
十
七
条
中
「
前
条
第
一
項
又
は

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
二
項
」
と
、
「
セ
ン
タ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
、
旧
セ
ン
タ
ー
法
第
十
八
条
中
「
セ

ン
タ
ー
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
、
旧
セ
ン
タ
ー
法
第
二
十
条
第
二
号
中
「
第
十
六
条
第
一
項
、
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
独
立
行
政
法
人
大
学
改
革
支
援
・
学
位
授
与
機
構
法
附
則
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
第
十
六
条
第
二
項
」
と
す
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
セ
ン
タ
ー
法
第
十
六
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は

第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
を
受
け
な
か
っ

た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

 

附
則
第
二
条
第
八
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
五
条
第
二
項
中
「
第
十
九
条
第
三
項
」
を
「
附
則
第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と

と
さ
れ
た
旧
セ
ン
タ
ー
法
第
十
六
条
第
三
項
」
に
、
「
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
同
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 


